
 

矢板市ふるさと納税型クラウドファンディングを活用した地域活性化 

事業補助金交付要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、矢板市ふるさと納税型クラウドファンディングを活用した地

域活性化事業補助金（以下「補助金」という。）を交付することに関し、矢板市

補助金等交付規則（平成１４年矢板市規則第１８号。）に定めるもののほか、必

要な事項を定めるものとする。 

 （目的） 

第２条 この補助金は、本市において地域活性化に資する活動及び地域課題の解決

に資する活動を行う個人及び法人その他の団体に対し、当該活動に対するふるさ

と納税型クラウドファンディングにより受けた寄附金を原資とする補助金を交付

し、活動を後押しすることを目的とする。 

 （定義） 

第３条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に

定めるところによる。 

 ⑴ ふるさと納税型クラウドファンディング ふるさと納税（地方税法（昭和２

５年法律第２２６号）第３７条の２第２項及び第３１４条の７第２項の規定によ

る寄附金税額控除の対象となる寄附金をいう。）の制度を活用し、インターネッ

ト等を通じて広く不特定多数の者から資金を調達する仕組みをいう。 

 ⑵ ポータルサイト ふるさと納税による寄附の申込みを行うことを目的として、

インターネットにアクセスするときの入口となるウェブサイトをいう。 

 （補助対象者） 



第４条 補助金の交付対象者（以下「補助対象者」という。）は以下のいずれにも

該当するものとする。 

⑴ 個人、法人及びその他の団体の代表者にあっては、市税を滞納していないこと。 

⑵ 政治又は宗教に関することを目的としていないこと。 

⑶ 法令又は公序良俗に反する活動をしていないこと。 

⑷ 矢板市暴力団排除条例（平成２４年矢板市条例第２６号。）に規定する暴力団、

及び暴力団員や暴力団員等、並びに暴力団と密接な関係がないこと。 

（補助対象事業） 

第５条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」）は、次に掲げる事

業であって、矢板市ふるさと納税型クラウドファンディングを活用した地域活性化

事業審査会（以下「審査会」という。）の審査を経て、市長が適当と認めた事業と

する。 

 ⑴ 矢板市総合戦略に掲げる領域ビジョンに沿い、地域活性化に資する活動及び地

域課題の解決に効果が見込まれるもの 

 ⑵ 主として市内において実施されるもの 

 ⑶ クラウドファンディングによる寄附金の目標額が５０万円以上の事業 

 ⑷ イベントの実施においては、５，０００人以上の集客が見込めるもの 

 ⑸ 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業 

 （補助対象経費） 

第６条 補助の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、別表に掲げる

とおりとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、国、県又は市が交付する他の補助金の交付を受ける場

合においては、補助対象経費のうち、当該補助金の補助の対象となる部分について

は、本補助金の補助対象経費としない。 



３ 前項の規定にかかわらず、市が交付する他の補助金の交付を受ける場合において

は、当初の事業計画を拡充した部分に相当する経費に限り、補助対象経費とする。 

 （補助金の額） 

第７条 補助金の額は、その補助対象事業について市がふるさと納税型クラウドファ

ンディングにより受けた寄附金の額からその募集に要する経費に相当する額を控除

した額を上限とする。 

 （補助事業への申込） 

第８条 補助対象者は、補助事業の承認を受けようとするときは、次に掲げる書類

を添えて市長に申請しなければならない。 

 ⑴ 事業承認申請書（別記様式第１号） 

⑵ 事業計画書（別記様式第２号） 

⑶ 収支予算書（別記様式第３号） 

⑷ その他市長が必要と認める書類 

（補助事業の承認） 

第９条 市長は、前条の書類を受理し、その内容を審査会にて審査の上、補助事

業の適否を決定し、矢板市ふるさと納税型クラウドファンディングを活用した

地域活性化事業承認（不承認）通知書（別記様式第４号）により申請者に通知

するものとする。 

（寄附の募集） 

第１０条 市長は、承認事業について、矢板市が登録しているふるさと納税型ク

ラウドファンディングに係るポータルサイトに掲載し、一定期間、資金提供者

からの寄附を募るものとする。 

２ 前項に規定するふるさと納税型クラウドファンディングの募集期間が満了又

は寄附目標額に達し、寄附金額が確定したときは、矢板市ふるさと納税型クラウ



ドファンディングを活用した地域活性化事業寄附金額確定通知書（別記様式第５号）

により補助事業承認者（以下「補助事業者」という。）にその額を通知しなければ

ならない。 

（交付申請） 

第１１条 補助金の交付を受けようとする者は、前条第２項の規定による寄附金額

の通知受領後に、補助金交付申請書（様式第６号）に次の各号に掲げる書類を添

えて市長に提出しなければならない。 

⑴ 収支予算書（様式第３号） 

⑵ その他市長が必要と認める書類 

 （交付の決定） 

第１２条 市長は、前条の書類を受理し、その内容を審査のうえ適当であると認め

たときは、補助金交付決定通知書（別記様式第７号）により通知し、補助金の交

付の決定をするものとする。 

 （補助金の請求） 

第１３条 補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書（別記様式第

８号）に、次に掲げる書類を添えて市長に補助金の交付を請求しなければならな

い。 

⑴ 交付決定通知書の写し 

⑵ その他市長が必要と認める書類 

 （実績報告） 

第１４条 補助事業が完了したときは、補助金実績報告書（別記様式第９号）に、

次に掲げる書類を添えて、事業終了後３０日以内に市長に報告しなければならな

い。 

⑴ 事業報告書（別記様式第１０号） 



⑵ 収支決算書（別記様式第１１号） 

⑶ その他市長が必要と認める書類 

 （額の確定） 

第１５条 市長は、前条の規定による報告書の提出を受けた場合においては、当該

報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る

補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合す

るものかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を

確定し、補助金交付額確定通知書（別記様式第１２号）により補助事業者に通知す

るものとする。 

 （交付の決定の取消し） 

第１６条 市長は、補助事業について次の各号のいずれかに該当したと認められる

ときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

⑴ 偽りその他不正な手段により交付の決定を受けたとき。 

⑵ 補助金を他の用途に使用したとき。 

⑶ 補助金の交付の決定内容、これに付した条件、この要綱若しくは法令に違反

し、又はこれらに基づく市長の指示に応じなかったとき。 

 （補助金の返還） 

第１７条 前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該

取消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは、期限を定めてそ

の返還を命ずるものとする。 

２ 補助事業者は、前項の規定による処分に関し、市長の命令があったときは、市

長の定める期日までに、交付を受けた補助金の全部又は一部を返還しなければな

らない。 

３ 前２項により返還された補助金については、矢板市ふるさと納税基金に充当す



るものとする。 

（その他） 

第１８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

 この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

  



別表（第６条関係） 

区分 内容 

報償費 講師又は専門家への謝礼等 

需用費 消耗品費、原材料費、印刷製本費、光熱水費、修繕料等 

役務費 通信運搬費等 

手数料 振込手数料、クリーニング代、ごみ処理手数料等 

保険料 損害保険料、ボランティア保険等 

委託料 補助対象事業の実施のために必要となる業務の委託に要

する経費 

使用料及び賃借料 土地、施設等の借上料、ＯＡ機器等の使用料等 

設備費 内装又は外装の工事費、機械装置等の購入費等 

広告料 広告宣伝費、ホームページ作成料等 

その他 市長が特に必要と認める経費 

 


